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豊 橋 市 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

 

 

 

 

令和８年５月２７日  開 催 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

署  名  者 

 

豊橋市教育委員会    原 田 憲 一 教育長 

 

内 浦 有 美 委 員 

 

西 島   豊 委 員 

 

 

 

 

豊  橋  市  教  育  委  員  会 
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令和８年５月２７日（水）午後３時００分、豊橋市教育委員会定例会を教育委員

会室において開催し委員を参集す。 

 

出席委員 

 

原 田 憲 一 教育長、渡 辺 嘉 郎 委 員、内 浦 有 美 委 員、 

中 島 美奈子 委 員、西 島   豊 委 員 

 

 

 

説明のため出席した職員 

 

豊橋市教育委員会事務局        石 川 和 志  教 育 部 長 

 

伊 丹 浩 之  教 育 監 

 

木 全   功  教育政策課長 

 

夏 目 裕 介  学校教育課長 

 

太 田 一 郎  教 育 会 館 長 

 

佐 藤   隆  保健給食課長 

 

村 山 大 介  生涯学習課長 

 

大 岩   博  図 書 館 長 

 

岡 田 亘 世  美 術 ・ 文 化 財 課 長 

 

若 子 尚 弘  科学教育センター長 

 

吉 川 博 章  自然史博物館長 
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議 事 日 程 

 

４月定例会会議録の承認 

 

 

１ 議案 

議案第１８号 豊橋市行政手続における特定の個人を識別するための番号 

の利用等に関する条例の一部を改正する条例について 

（非公開） 
 

議案第１９号 豊橋市立野依小学校等環境整備基金条例を廃止する条例に 

ついて（非公開） 
 

  議案第２０号 豊橋市青少年センター条例の一部を改正する条例について 

         （非公開） 

議案第２１号 令和８年度豊橋市一般会計教育費補正予算について 

       （６月定例会）（非公開） 

 

 

２ 協議事項 

 （１）総合教育会議における協議事項について（非公開） 

 

 

３ 定例会の日程等について 
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（教育長） 

それでは、ただ今から、豊橋市教育委員会５月定例会を開催します。 

最初に、会議録署名者の決定をしたいと思います。教育委員会会議規則第

２３条により、私から指名させていただきます。 

今回は、内浦委員と西島委員にお願いしたいと思いますが、ただ今の指名

にご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

（教育長） 

ご異議もありませんので、そのように決定いたしました。 

 

それでは、議事日程に沿って進めてまいりたいと思います。 

はじめに、「４月定例会」の会議録の承認ですが、これについて何かご意見

はございませんか。 

 

（｢特になし｣の声あり。） 

 

（教育長） 

特にご意見、ご質問もありませんので、この内容により公開して参ります。 

それでは、日程第１「議案」に移ります。 

はじめに、議案第１８号から第２１号および日程第２の協議事項（１）につ

いては、豊橋市において今後、調整・検討を要する意思形成過程の案件であり

ますので、豊橋市情報公開条例第６条第１項第６号の規定により非公開として

行いたいと思いますが、ご異議はございませんか。 

 

（｢異議なし｣の声あり。） 

 

（教育長） 

異議もございませんので非公開で行います。 

それでは、議案第１８号「豊橋市行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について」を事務局から

説明してください。 

 

【非公開部分】 
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（教育長） 

それでは続いて、議案第１９号「豊橋市立野依小学校等環境整備基金条例を

廃止する条例について」を事務局から説明してください。 

 

【非公開部分】 

 

（教育長） 

それでは続いて、議案第２０号「豊橋市青少年センター条例の一部を改正す

る条例について」を事務局から説明してください。 

 

【非公開部分】 

 

（教育長） 

それでは続いて、議案第２１号「令和８年度豊橋市一般会計教育費補正予算

について（６月定例会）」を事務局から説明してください。 

 

【非公開部分】 

 

（教育長） 

それでは次に、日程第２「協議事項」に移ります。協議事項（１）「総合教

育会議における協議事項について」を事務局から説明してください。 

 

【非公開部分】 

 

（教育長） 

それでは、次に「日程第３ 定例会の日程等について」です。事務局から説

明してください。     

 

■教育政策課長 説明 

 

（教育長） 

ただ今の説明についてご意見、ご質問はございませんか。 

 

ないようでしたら、以上をもちまして、本日の予定を終了いたします。 

ありがとうございました。 
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午後４時３０分  閉会 

 

豊橋市教育委員会教育長 

 

委 員 

 

委 員 

 

 


